
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  法人税の中間申告 

Ｑ：当社は設立２期目の法人です。前期は

利益が上がりましたので、今期は中間申告が

必要だと聞いています。どのようになってい

るのですか？  

 

Ａ：前期の法人税額の２分の１相当額が、

10万円を超える場合には中間申告が必要です。 

【解説】 

法人の決算は、通常１年ですが、半年決算法

人というのも認められることから、この法人と

の不公平を是正すること、そして税収を確保す

る観点から、事業年度が６ヶ月を超える場合は、

６ヶ月を超える日から２ヶ月以内に申告納付

することとなっています。この制度を中間申告

といいますが、中間申告には①前年度の実績に

よる中間申告(一般に予定申告といいます)と、

②仮決算による中間申告が認められています。 

①  前年度の実績による予定申告 

前年度の実績による予定申告とは、次の算

式で計算した税額を申告、納付するもので

す。ただし、新設法人及びその求めた税額

が10万円以下の時は申告不要です。 

前年度の法人税額×６÷前年度の月数 

②  仮決算による中間申告 

仮決算による中間申告とは、その事業年度

開始の日以後６ヶ月の期間を一事業年度と

みなして所得金額や法人税額を計算する方

法です。この場合には、10万円以下であっ

ても申告が必要になります。 

なお、中間申告すべき法人が申告をしなかった

場合は、前年度実績による中間申告書の提出が

あったものとみなされることとなっています。 
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